
○次の【特定事項】がすべて書かれた住民票を提出してください。

【特定事項】

国籍・地域・外国人住民となった年月日、法第30条の45に規定する区分、

在留資格、在留期間等、在留期間の満了日、在留カード等の番号

すでに免許証を持っていて、免許の種類を追加する場合も、必ず住民票の提出

か、マイナ免許証の提示が必要です。

外国人のみなさまへ
令和７年１０月１日から手続きに必要な書類が変わります。

下の内容を必ず確認してください。

書類が足りない場合は、手続きができません。

学科試験の受験、免許の種類の追加、免許証の有効期限が切れた方

○次の書類の中から、一つを提示してください。

在留カード、特別永住者証明書、【特定事項】がすべて書かれた住民票、

マイナ免許証

運転免許の更新

○住所だけ変更する場合…在留カード、特別永住者証明書、【特定事項】がすべ

て書かれた住民票の中から、一つを提示。

○氏名だけ変更する場合…「国籍・地域」が書かれた住民票の提出か、マイナ免

許証を提示

○国籍等を変更する場合…「国籍・地域」が書かれた住民票を提出

日本の国外転出者は、戸籍謄本又は戸籍抄本のいずれかを提出

記載事項変更届（住所等の変更）

※マイナ免許証になっていないマイナンバーカードでは、手続きはできません。
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